
紙断裁機特別教育修了証 

貴方は労働安全衛生法第 59 条 3 項で定める危険な業

務「動力プレスの金型、シャーの刃部 又はプレス若しくは

シャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取り外し又

は調整の業務」（労働安全規則第３６条）に必要な特別

教育の学科教育及び実技教育を修了したことを証します。 
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